
第３９回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 
ご説明内容 

 
 
１． 日 時 平成１８年９月６日（水）１８：３０～２１：２０ 
 
２． 場 所 柏崎原子力広報センター 研修室 
 
３． 内 容 
１）前回定例会以降の動き 
２）「エネルギー政策について」（原子力政策の動向） 
   資源エネルギー庁 
    電力・ガス事業部原子力発電立地対策・広報室長 
   鈴木 洋一郎 氏 
３）発電所７号機現場視察について 
４）その他 
添付：第３９回「地域の会」定例会資料 

以 上 

 



                             平成１８年９月６日 

東 京 電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

第３９回「地域の会」定例会資料 

 

 
 

＜公表関係＞  

◎不適合事象関係 

【区分Ⅰ】 

・なし 

【区分Ⅱ】 

・なし 

【区分Ⅲ】 

・ ８月１６日 ７号機タービン建屋内での水漏れについて 

・ ８月３１日 １号機原子炉再循環ポンプ（Ｂ）軸封部の監視強化について 

【その他】 

 ・なし 

【不適合事象の続報・調査結果等】 

 ・なし 

◎定期検査関係 

・ ８月２２日 柏崎刈羽原子力発電所７号機の定期検査開始について 

◎その他発電所に係る情報 

・ ８月 ８日 福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子 

力発電所の「原子力事業者防災業務計画」の修正ならびに提出につ

いて 

・ ８月１１日 当社原子力発電所における計器の設定誤り等への対応状況の経済産 

業省原子力安全・保安院への報告について 

 ・ ８月２２日 柏崎刈羽原子力発電所港湾内（取水口付近）における海底土からの

コバルト60の検出について 

・ ８月３１日 当社原子力発電所の計器の設定に係る不適合の原因究明と再発防止

対策の経済産業省原子力安全・保安院への中間報告について 

＜その他＞ 

・ ８月２９日 「８．２９所員集会」ならびに「花の苗植栽」を実施 

・ ９月 ５日 起震車を使った地下探査デモンストレーションを公開 

・ ９月4,5日 「安全運転の徹底への取り組みについて」新潟県、柏崎市、刈羽村 

        へ報告 

・ ９月6,7日 当社社長が立地地域自治体へご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

当社原子力発電所の公表基準（平成15年 11月策定）における不適合事象の公表区分について 

 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 

区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 

区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 

その他  上記以外の不適合事象 
前回（８／２）以降の動き



 

＜公表関係＞  

 

◎不適合事象関係 

【区分Ⅲ】 

 

・ ８月１６日 ７号機タービン建屋内での水漏れについて 

8月 15 日午後 6時 22 分頃、タービン建屋地下中２階にある高圧ドレン

ポンプ弁室内のポンプ（Ａ）の弁付近から水が漏れていることをパトロ

ール中の当直員が発見。その後、予備機であるポンプ（Ｃ）に切り替え、

ポンプ（Ａ）を系統から切り離したことから漏えいは停止しました。今

後、当該弁の点検・補修を実施します。 

漏れた水はすべて同室内にとどまっており、漏えい量は約 2.4m３、放射

能量は約9.7×10８ベクレルで、排水および拭き取りにより処理しました。 

 

・ ８月３１日 １号機原子炉再循環ポンプ（Ｂ）軸封部の監視強化について 

8 月 30 日より、原子炉再循環ポンプ（Ｂ）の第２段軸封部（メカニカルシ

ール）の圧力にわずかな上昇傾向がみられ、その後も圧力の上昇傾向は緩

やかに継続していることから、同日より関連パラメータの監視を強化する

ことにしました。なお、軸封部は２段構成となっており、本事象では第１

段軸封部に何らかの不具合が生じているものと推定していますが、当該ポ

ンプの軸封部のシール機能は維持されているため、直ちに当該ポンプの運

転に影響を与える状態ではありません。 

 

◎定期検査関係 

 

・ ８月２２日 柏崎刈羽原子力発電所７号機の定期検査開始について 

〔 8月 23日から第７回定期検査を開始。 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎その他発電所に係る情報 

 

・ ８月 ８日 福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子 

力発電所の「原子力事業者防災業務計画」の修正ならびに提出につ

いて 

平成12年 6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子

力事業者防災業務計画」を福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電

所、柏崎刈羽原子力発電所の各発電所ごとに作成し、運用してまいりま

したが、原子力災害対策特別措置法の規定により、平成 17 年 9 月の内

閣府告示による指定地方行政機関の変更等を踏まえ、「原子力事業者防

災業務計画」の修正の準備を進めてまいりました。 

本日、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原

子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」の修正について、福島県お

よび新潟県をはじめ地元自治体との協議が終了したことから、経済産業

大臣に提出いたしました。 

 

・ ８月１１日 当社原子力発電所における計器の設定誤り等への対応状況の経済産 

業省原子力安全・保安院への報告について 

平成18年 7月 11日、原子力安全・保安院へ提出いたしました点検計 

画にもとづき、保安規定に定める監視に用いている計器および定期検査 

の判定基準を満たすことの確認に用いている計器について、点検結果を 

とりまとめ、本日、原子力安全・保安院へ報告しました。 

点検の結果は、計器が適正な指示値を示していなかった不適合が、福島

第一原子力発電所で6件、福島第二原子力発電所で1件確認されました。

柏崎刈羽原子力発電所においては、計器が適正な指示値を示していなか

った不適合は確認されませんでした。 

今後は、その他の計器についても点検を実施し、平成 19 年 7 月末まで

に原子力安全・保安院へ報告します。 

また、点検結果を踏まえた原因究明と再発防止策については、中間とり

まとめを平成 18 年 8 月 31 日までに、最終とりまとめを平成 19 年 7 月

末までに行い、それぞれについて原子力安全・保安院へ報告します。 

 

 ・ ８月２２日 柏崎刈羽原子力発電所港湾内（取水口付近）における海底土からの 

コバルト60の検出について 

〔 ※ ホームページ掲載文添付  〕 

 

・ ８月３１日 当社原子力発電所の計器の設定に係る不適合の原因究明と再発防止

対策の経済産業省原子力安全・保安院への中間報告について 

8月 11日に原子力安全・保安院に報告した計器の点検結果を踏まえ、原

因究明と再発防止対策の中間とりまとめを行い、本日、同院へ報告いた

しました。 

今後は、その他の計器についても点検を実施し、平成 19 年 7 月末まで

に、全ての計器の点検結果ならびに不適合の原因究明と再発防止対策の

最終とりまとめを行い、原子力安全・保安院へ報告いたします。 

 



 

 

 

 

＜その他＞ 

 

・ ８月２９日 「８．２９所員集会」ならびに「花の苗植栽」を実施 

当所は、世界最高レベルの安全、安定運転をめざして、さらなる品質

管理の向上に取り組むとともに、地域社会に貢献していくという誓い

を新たにするため、「安全の芽を育て、安心の花を咲かせます。」をテ

ーマに、ご来賓に会田洋柏崎市長、品田宏夫刈羽村長においでいただ

き「8.29所員集会」ならびに「花の苗植栽」を実施しました。 

 

・ ９月 ５日 起震車を使った地下探査デモンストレーションを公開 

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改訂原案を踏まえた地

質調査の一環として、9 月 6 日から起震車による地下探査を実施する

予定ですが、これに先立ち、行政、マスコミ、地域の会を対象に起震

車による地下探査のデモンストレーションを公開いたしました。 

  

・ ９月4,5日 「安全運転の徹底への取り組みについて」新潟県、柏崎市、刈羽村 

        へ報告 

本年4月12日、新潟県知事、柏崎市長および刈羽村長から受領した「柏

崎刈羽原子力発電所における安全運転の徹底について」につきまして、

当社ではこれを真摯に受け止め、巨大システムを管理する事業者とし

て、今回の要請を踏まえて、運転管理面への反映、および発電所全体

の品質保証体制や運転管理体制の確立についての取り組みの現状をま

とめ、9月4日新潟県へ、9月 5日柏崎市および刈羽村へ報告いたしま

した。 

 

・ ９月6,7日 当社社長が立地地域自治体へご挨拶 

当社社長勝俣恒久が、協力企業と一体となった安全・業務品質の向上

への取り組みの一環として、9 月 7 日に当発電所に来所する予定です

が、これにあわせて本日泉田新潟県知事にご挨拶にお伺いいたしました。

また、明日は会田柏崎市長、品田刈羽村長へご挨拶にお伺いする予定

です。 

 

 

以 上 

                                   



平成 18 年８月 22 日 

 

柏崎刈羽原子力発電所港湾内（取水口付近）における海底土からの 

コバルト 60 の検出について 

 

東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 当所では、環境放射線モニタリング（環境試料中の放射能濃度の測定等）のデータの

拡充や補完を目的として、自主的に＊１環境試料の採取・測定を実施しておりますが、７

月 11 日に採取した港湾内（取水口付近）の海底土を分析したところ、一部から極微量の

放射性物質であるコバルト 60＊２を検出しました。 

 

今回、海底土から検出されたコバルト 60 の放射能量は 1.6 ベクレル＊３（放射線量は

0.00004 ミリシーベルト）であり、法令に定める一般人の１年間の線量限度（１ミリシ

ーベルト）に比べて極めて低く、周辺環境等への影響はありません。 

 

当所では、これまでも発電所からの気体・液体の環境への放出については、法令等に

従って適切に管理しておりますが、今回の検出を踏まえて、今後、データを蓄積するた

めに、さらに広範な港湾周辺の海底土を採取して、追加調査を行うことといたします。 

この調査の結果については、まとまり次第お知らせいたします。 

 

以 上 

 

＊１：自主的に 

環境放射線モニタリングには、自治体との安全協定に基づき実施して報告しているものと、

当社が自主的に採取・測定を行いデータ蓄積しているものがあり、今回の海底土においては自

主的に採取・測定したもの。 

 

＊２：コバルト 60 

人工放射性物質（核種）の１つで、安定なコバルト 59 が中性子を吸収したもの。半減期は

約 5.3 年。 

 

＊３：ベクレル 

  放射能の大きさを表す単位。今回、海底土から検出されたコバルト 60 の放射能量は 1.6 ベ

クレルであり、仮に体内に取り込んだ場合（経口摂取）でも、その人が受ける放射線量は

0.00004 ミリシーベルトとなる。 



（別紙）

柏崎刈羽原子力発電所港湾内における海底土の自主採取

 
１． 検出状況 
 

試料名 採取日 採取地点 コバル

７／１１ 放水口(南)付近 検

７／１１ 放水口(北)付近 検

７／１１ 取水口(南)付近 1.
海底土 

７／１１ 取水口(北)付近 検

注：取水口(南)付近の海底土試料を撹拌したのち分割し放射能測定
その１つからのみコバルト 60 が検出されていることから１粒

が高い。 
 
 
２．追加調査のエリア 
 

         ：安全協定及び自主測定対象地点 

（コバルト 60検出） 取水口 

取水口(北)付近 
【自主測定地点】

放水口(南)付近 
【安全協定測定地点】

【自主測定地点】 

取水口(南)付近 
【自主測定地点】

放水口南 

 

・測定結果 
ト 60 の放射能量

出されず 

出されず 

6 ベクレル  

出されず 

したところ、 
子の可能性 

  ：追加調査エリア 

 

放水口北 

放水口(北)付近 
【安全協定測定地点】

【自主測定地点】 



 

 
 

安全運転の徹底への取り組みについて（概要） 

 

１．はじめに 

このたび、本年４月１２日、新潟県知事、柏崎市長及び刈羽村長連名で頂

きました「柏崎刈羽原子力発電所における安全運転の徹底について」につき

まして、当社では真摯に受け止め、巨大システムを管理する事業者として要

請のありました４つの事象の教訓を踏まえての運転管理面への反映、及び発

電所全体の品質保証体制や運転管理体制の確立についての取り組みの現状を

以下の通りまとめました。 

 

 

２．４つの事象に対する対応 

「ハフニウム板型制御棒のひび割れ」、「東芝流量計試験データの改ざん」、

「９×９燃料採用時における安全解析に関するデータ入力の不適合」、及び

「原子炉再循環系配管に係る超音波探傷試験の誤判定」の４つの事象につい

て、再発防止の対応を実施していきます。なお、個々の事象の詳細について

は、「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」にて審議されたと

ころです。事象の概略は以下の通りです。 

 

【ハフニウム板型制御棒のひび割れ】 

   福島第一原子力発電所６号機においてハフニウム板型制御棒のひび割れ

が発見され、調査の結果、同事象は他の原子炉の同型制御棒においても系

統的に生じていることが確認されました。原因はハフニウム板とシースの

間に腐食生成物が蓄積して摩擦抵抗が増加したことにより、ハフニウム板

の照射成長によって引張応力を生じ、この応力によって照射誘起型応力腐

食割れを生じたものと推定されます。この事象は制御棒の照射量が高くな

ると発生しており、同型制御棒の取替基準を厳しくすることを中心とした

再発防止対策を講じました。 

 

【東芝流量計試験データの改ざん】 

   当社の企業倫理相談窓口に寄せられた指摘の調査によって、東芝工場に

おいて実施された試験において不正なデータ補正が確認されました。当該

事象は原子炉の熱出力管理の安全性に影響を与えるものではありませんで
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したが、調査の結果、東芝における品質保証の問題点や当社の調達管理に

おける改善事項が抽出されました。東芝に対しては再発防止対策を求める

とともにその定着状況を監査等により確認を行っていきます。また、当社

の調達管理における協力企業とのコミュニケーションへの配慮も強化しま

す。 

 

【９×９燃料採用時における安全解析に関するデータ入力の不適合】 

   燃料の設計検討のために既存の解析入力を用いて作業を行っていたとこ

ろ当該解析のデータ入力に一部誤りがあることを発見したことから、関連

する解析について確認を行いました。確認された入力エラーは評価結果に

影響するものではありませんでしたが、安全解析において人が介在する入

力に関して解析メーカー、当社双方における改善事項が抽出されました。

再発防止対策として解析メーカーにおける作業プロセスの手順整備や各プ

ロセスの審査方法の明確化や当社による監査や解析実施状況調査等を実施

します。 

 

【原子炉再循環系配管に係る超音波探傷試験の誤判定】 

  福島第二原子力発電所３号機において切り出した配管のサンプル調査を

実施したところ切断前の超音波探傷試験（以下、ＵＴ）において溶接部配

管内面の形状変化と判断していた部位にひびが確認されました。当該部か

らはＵＴの信号は検知されており、裏波部と誤認した原因について調査し、

得られた教訓から、裏波部からの信号か否かの確認方法を定めたこと、事

例集を作成し日本電気協会等への情報提供を行うこと、判断に偏りが生じ

ないよう第三者（他の検査会社等）を加えた評価会議による評価を行うな

どの再発防止策を実施します。 

なお、今回の事象に対する対策についてはＮＩＳＡ文書「発電用原子力

設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について（平成 18

年 3 月 23 日 平成 18･03･20 原院第 2 号）」に反映されており、今後のＵＴ

及び評価はこれらに基づき適切に実施します。 

 

    

３．品質保証体制等の向上の取り組みについて 

   当社では、４年前の不祥事以降、原子力の再生、信頼回復のため、「品質

保証システムの改善」、「企業倫理の遵守・企業風土の改革」、「安全文化の

醸成」、及び「情報の公開」といった４つの目標を掲げ、次に示す様々な取

り組みを行ってきました。 
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 【品質保証システムの改善】 

   責任と権限の明確化を図って業務プロセスの再構築を行い、品質保証シ

ステムの改善に取り組むなどしてきました。その結果、ＩＳＯ９００１の

認証を取得し、また、ＯＳＡＲＴからの国際的に高い評価といった成果に

も繋がっています。これら第三者機関による評価は、今後もＩＳＯ９００

１の定期審査、ＷＡＮＯ、ＪＡＮＴＩによるレビュー等により継続的に実

施されるものとなっています。また、品質保証システムの改善の一環で導

入した不適合管理システムについても、導入当初は、透明性の確保（不具

合を隠さず報告）に力点をおいていましたが、最近では、蓄積された不適

合データの活用によりヒューマンエラーの低減にも資するようになってき

ています。 

 

【企業倫理の遵守・企業風土の改革】 

   行動基準の策定および毎日の唱和、各グループ単位の企業倫理研修の継

続等により企業倫理の遵守の風土は確実に定着化しています。今回、報告

した東芝流量計データ改ざんの件もこうした取り組みの中、企業倫理相談

窓口に寄せられた意見に関係者が真摯に取り組んできた結果と認識してい

ます。また、地域活動参加の一環としての地域ボランティアへの参加、朝

のあいさつ運動等も定着してきており企業風土の変革も確実に進んでいる

ものと考えています。 

 

【安全文化の醸成】 

   ヒューマンエラーの低減を目指し、ＳＴＡＲ活動の推進、指差し呼称／

復唱の徹底運動、当社・協力企業一体となった作業管理改善検討会の活動

などを実施したことにより、不適合管理システムの活用と相まってヒュー

マンエラーが低減しつつあります。 

また、当社幹部による毎月の構内企業各社の朝礼への参加、当社管理職

より、毎週作業員の方々一人一人に手渡される発電所情報（チラシ）によ

る共通意識の醸成、ＯＳＡＲＴチームの査察受け入れ対応活動を通じて、

国際的な安全文化とはどのようなものなのかといったことを知り得たこと

も所員の安全文化の醸成に繋がっています。 

 

【情報公開】 

   不適合情報をすべてホームページで公開する他、些細なことでも公表基

準を示してプレス発表するなど情報公開が定着しており、透明性の確保や
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アカウンタビリティの取り組みについても的確に実施しているところです。 

 

以上、４年前の不祥事以降、様々な取り組みを行ってきた結果、一定の

成果が出てきているところではありますが、原子力発電所という巨大シス

テムを預かる者としてその品質保証体制の向上等に向けた継続的な取り組

みが重要と認識していす。 
 

 

４．まとめ 

要請のありました４つの事象の教訓を踏まえての運転管理面への反映と

しては，顕在化した事象に対して必要な対策の立案、再発防止を図ること

と共に、調達管理においては当社要求事項の明確化，監査方法の見直し等

の対策を実施すること、及び協力企業との間で品質保証に関する意見交換

を定期的に行う場を設けること等協力企業と一体となった品質保証体制の

充実を図ります。 
また、当社では、４年前の不祥事以降、原子力の再生、信頼回復のため、

「品質保証システムの改善」、「企業倫理遵守の徹底」、「安全文化の醸成」、

及び「情報の公開」といった４つの目標を掲げ様々な取り組みを行ってき

ました。この結果、ＩＳＯ９００１の認証取得、ＯＳＡＲＴからの国際的

に高い評価、ヒューマンエラーの低減といった一定の成果が出てきたとこ

ろでありますが、今後とも、原子力発電所の安全運転の徹底に向けた努力

を続けていくことが重要であると認識しており、安全を最優先に、地域か

らの安心、信頼をより確固たるものとするよう弛まずに取り組んでいきま

す。 
 
 

以上 
 
 
 

 

- 4 - 


